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４６,６００円

所得割額

（所得－３３万円）×９．１７％（所得割率）

後期高齢者医療制度の保険料について
　後期高齢者医療制度では、すべての被保険者が保険料を負担することになります。保険料は、被保険
者全員が負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となります。

○保険料の軽減措置
【均等割額軽減の基準】
　所得の低い人は、世帯の所得水準に応じて保険料の「均等割額」が軽減されます。
　※平成３１年度の保険料は、世代間の公平の観点等から見直されることになり、均等割額が平成３０年度で9割軽

減となっていた方は、平成３１年度は8割軽減に変更になります。
ただし、９割軽減の対象であった方については、年金生活者支援給付金の支給や介護保険料の軽減強化といっ
た支援策の対象となる場合があります。（ただし、課税者が同居している場合は対象となりません。また、年金
生活者支援給付金の支給額は納付実績等に応じて異なります。）

　※平成３１年度から、均等割額の５割軽減と２割軽減における所得基準が以下のとおり拡大されます。
　　①５割軽減の所得基準の拡大
　　　（変更前）３３万円（基礎控除額）＋２７・５万円×被保険者数
　　　（変更後）３３万円（基礎控除額）＋２８万円×被保険者数
　　②２割軽減の所得基準の拡大
　　　（変更前）３３万円（基礎控除額）＋５０万円×被保険者数
　　　（変更後）３３万円（基礎控除額）＋５１万円×被保険者数　

・被扶養者であった人に対する特例
　　後期高齢者医療制度の被保険者となった日の前日に健康保険組合や協会けんぽ、共済組合など（国民
健康保険や国民健康保険組合は除く。）の被扶養者であった人は、保険料の「均等割額」が５割軽減され、
「所得割額」はかかりません。（制度加入時から2年間に限る）
　　詳しくは、鏡野町保健福祉課又は岡山県後期高齢者医療広域連合へお問い合せください。

※一人当たりの保険料は、１００円未満を切捨てます。
※所得とは、雑（年金）所得、事業所得、給与所得、譲渡所得などの合計額をいいます。（遺族・障害年金等は除く。）
※平成３１年度の保険料の賦課限度額は６２万円です。

・軽減の判定は、賦課期日現在で行われます。
・軽減判定の際には、基礎控除（３３万円）はありません。
・所得が公的年金の場合は、総所得金額から年金所得の範囲内で、最大１５万円を控除し判定します。

○岡山県後期高齢者医療広域連合の保険料（平成31年度）年額　※平成30年度より変更なし

鏡野町保健福祉課　後期高齢者医療係　担当：赤木　電話（０８６８）５４‒２９８６
岡山県後期高齢者医療広域連合　　　　　　　　　 電話（０８６）２４５‒００９０

お問い合せ先

軽減割合 世帯主及びその世帯の被保険者の合計総所得金額等が下記
の金額以下の世帯

８割軽減 基礎控除額（３３万円）を超えない世帯で、被保険者全員が年金
収入８０万円以下（その他の各種所得がない場合）

８．５割軽減 基礎控除額（３３万円）

５割軽減 基礎控除額（３３万円）+２８万円×被保険者数

２割軽減 基礎控除額（３３万円）+５１万円×被保険者数
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